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衆
議
院
議
員
小
宮
山
泰
子
君
提
出
テ
ロ
特
措
法
に
基
づ
く
海
上
自
衛
隊
の
協
力
支
援
活
動
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
発
生
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
攻
撃
等
に
対
応
し
て
行
わ
れ
る

国
際
連
合
憲
章
の
目
的
達
成
の
た
め
の
諸
外
国
の
活
動
に
対
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
及
び
関
連
す
る
国
際
連
合
決
議

等
に
基
づ
く
人
道
的
措
置
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
三
号
。
以
下
「
テ
ロ
対
策
特
措
法
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
き
協
力
支
援
活
動
等
を
実
施
す
る
海
上
自
衛
隊
の
部
隊
は
、
テ
ロ
対
策
特
措
法
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
合
衆
国
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
国
の
軍
隊
等
の
艦
船
に
対
し
お
尋
ね
の
補
給
等
を
実
施
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
派
遣
期
間
に
つ
い
て
は
、
テ
ロ
対
策
特
措
法
に
基
づ
く
基
本
計
画
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
実
施
要
項
に
よ

り
、
平
成
十
七
年
五
月
一
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。

平
成
十
七
年
五
月
二
日
以
降
の
自
衛
隊
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
に
お
い
て
確
た
る
こ
と
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困

難
で
あ
り
、
今
後
の
諸
情
勢
を
見
極
め
つ
つ
、
合
衆
国
等
の
軍
隊
等
の
要
望
な
ど
も
踏
ま
え
、
我
が
国
と
し
て
主
体
的
に
そ

の
継
続
の
必
要
性
を
判
断
す
る
考
え
で
あ
る
。

一



二
に
つ
い
て

テ
ロ
対
策
特
措
法
に
基
づ
き
我
が
国
が
合
衆
国
等
の
軍
隊
等
に
対
し
て
実
施
す
る
協
力
支
援
活
動
に
つ
い
て
は
、
各
国
と

の
間
の
国
際
約
束
に
お
い
て
、
こ
れ
が
テ
ロ
対
策
特
措
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
各
国

に
対
し
て
、
テ
ロ
対
策
特
措
法
の
趣
旨
に
つ
い
て
十
分
説
明
し
て
き
て
お
り
、
各
国
は
、
我
が
国
の
協
力
支
援
活
動
に
よ
り

提
供
を
受
け
た
物
品
は
テ
ロ
対
策
特
措
法
の
趣
旨
に
合
致
す
る
活
動
に
使
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
了
解
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
我
が
国
が
各
国
に
提
供
し
た
物
品
に
つ
い
て
は
、
テ
ロ
対
策
特
措
法
の
趣
旨
に
合
致
す
る
よ
う
適
切

に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
協
力
支
援
活
動
の
適
正
な
実
施
に
万
全
を
期
す
た
め
、
今
後
と
も
、

各
国
と
の
十
分
な
情
報
交
換
や
意
思
疎
通
に
努
め
て
ま
い
る
考
え
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
う
ち
、
「
派
遣
艦
艇
延
べ
数
」
に
つ
い
て
は
四
十
二
隻
で
あ
り
、
「
派
遣
要
員
延
べ
数
」
に
つ
い
て
は
約
八
千

三
百
名
で
あ
る
。
平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
「
海
上
燃
料
補
給
総
量
」
（
艦
船
用
燃
料
及
び
艦
艇

搭
載
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
用
燃
料
の
補
給
総
量
）
に
つ
い
て
は
約
三
十
八
万
三
千
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
で
あ
り
、
「
補
給
し
た
燃
料
購

入
費
合
計
」
（
補
給
し
た
艦
船
用
燃
料
及
び
艦
艇
搭
載
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
用
燃
料
の
購
入
に
要
し
た
経
費
）
に
つ
い
て
は
概
算

二



値
で
約
百
四
十
七
億
円
で
あ
る
。
「
協
力
支
援
費
合
計
」
（
協
力
支
援
活
動
等
の
実
施
の
た
め
に
要
し
た
経
費
）
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
概
算
値
で
約
三
百
六
十
億
円
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
量
の
概
数
を
示
す
も
の
と
し
て
、
平
成
十
六
年
度
予
算
に
お
け
る
艦
船
用
燃
料
の
所
要
量
に
つ
い
て
申
し
上
げ

る
と
、
約
四
十
七
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

テ
ロ
対
策
特
措
法
に
基
づ
く
協
力
支
援
活
動
と
し
て
の
補
給
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
予
備
費
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て

お
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

三


